
 

 

「指定身体障害者短期入所サービス利用契約」重要事項説明書 

 

 

本重要事項説明書は、当事業所とサービス利用契約の締結を希望される方に対して、

社会福祉法第 76 条に基づき、当事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご

注意いただきたいことを説明するものです。 

 

 

※当施設では、契約者に対して指定身体障害者短期入所サービスを提供します。 

当サービスの利用は、原則として居宅生活支援費の支給決定を受けた方が対象と

なります。 
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社会福祉法人和寿園 

（事業所名）特別養護老人ホーム 和寿園 

当事業所は兵庫県の指定を受けています。 

（平成１８年１０月１日指定 第 2811400049 号） 
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１．事業所経営法人 

名 称 社会福祉法人 和寿園 

所在地 兵庫県篠山市高屋２４番地  

電話番号 ０７９－５９３－００６９ 

代表者氏名 理事長 井貝 濶昭 

設立年月 昭和３２年４月１日 

 

２．事業所の概要 

事業所の種類 指定施設・平成１８年１０月１日指定 兵庫県 2811400049号 

事業所の目的 社会福祉法人「和寿園」が運営するこの事業者が実施する指定身体障

害者短期入所事業は、身体障害者福祉法第１７条の４第１項の居宅生

活支援費の支給に係る者につき、適切な身体障害者短期入所を提供す

ることを目的とする。 

事業所の名称 特別養護老人ホーム 和寿園 

事業所の所在地 兵庫県篠山市高屋１９番地２ 

電話番号 ０７９－５９３－１３９６ 

施設長（管理者） 明山 重則 

事業所の運営方針

について 

利用者と地域の架け橋の役割を果たし、誠実で利用者等と話し合いな

がら温かみのあるアットホームな処遇を心がけて運営します。 

開設年月 平成１８年１０月１日 

利用定員 ２５人（短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護含む） 

事業者が併設して

いる施設 

指定介護老人福祉施設、居宅介護支援事業、老人通所介護、老人介護

予防通所介護、老人短期入所生活介護、老人介護予防短期入所生活介

護 

      

３．事業実施地域及び営業時間 

事業実施地域 原則として篠山市全域とする 

営業日 年中無休 

受付時間 ９：００～１７：００ 

サービス提供時間帯 常時 
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４．居室の概要 

（１）居室の概要 

   身体障害者短期入所サービスの利用にあたり、当事業所では以下の居室・設備をご 

  用意しています。利用される居室は、原則として４人部屋ですが、個室など他の種類 

  の居室への利用をご希望される場合は、その旨お申し出下さい。（但し、ご契約者の心 

  身の状況や居室の空き状況によりご希望に沿えない場合もあります。） 

居室・設備の種類 室数 備考 

個室（１人部屋） ６室  

２人部屋 ８室  

４人部屋 １２室  

合  計 ２６室  

 

（２）居室以外の施設設備の概要 

当事業所では、居室以外に下記の施設･設備をご利用いただくことができます。これ

らは、厚生労働省が定める基準により、指定身体障害者短期入所事業所に設置が義務

づけられている施設・設備です。これらの利用については、契約者に特別にご負担い

ただく費用はありません。 

施設設備の種類 室数 備 考 

食堂及びデイルーム ２室 １階 ２階 

医務室 １室  

機能訓練室 １室 平行棒 階段 その他 

浴室 ２室 一般浴槽・特殊浴槽 

洗面所 ２室  

便所 １２室  

相談室 １室  

 

（３）居室の変更 

契約者から居室の変更希望の申し出があった場合は、居室の空き状況により施設でそ

の可否を決定します。また、ご契約者の心身の状況により居室を変更する場合がありま

す。その際には､契約者やご家族等と協議のうえ決定するものとします｡ 

 

５．職員の配置状況 

 ＜主な職員の配置状況＞ 

 ○身体障害者短期入所 

（介護老人福祉施設・短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 兼務） 
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職      種 常勤換算 指定基準 

１．事業所長（管理者）   １名 １名 

２．看護師         ２    ２   

３．相談員         ２ １ 

４．介護職員      ３ ３ 

５．介護支援専門員      １ １     

６．医師           ※  必要数 

７．栄養士（管理栄養士）      １ １ 

当事業所では、ご契約者に対して指定身体障害者短期入所サービスを提供する職

員として、上記の職種の職員を配置しています。 

<主な職種の勤務体制> 

職種 勤 務 体 制 

１．介護職員 標準的な時間帯における最低配置人員 

早朝： ７：００～１６：００  ２名 

日中： ９：００～１８：００  ６名 

夜間：１６：００～１０：００  ２名 

２．相談員 標準的な時間帯における最低配置人員 

日中： ８：３０～１７：３０  １名 

３．看護師 標準的な時間帯における最低配置人員 

日中： ８：３０～１７：３０  ２名 

４． 医師 毎週水曜日 １４：００～１６：００ 

 

６．当事業所が提供するサービスと利用料金 

 当事業所では、契約者に対して以下のサービスを提供します。 

当事業所が提供するサービスについて、 

（１）支援費の対象となるサービス 

（２）利用料金の全額を利用者に負担いただくサービス(支援費の対象外のサービス) 

があります。 

（１）支援費の対象となるサービス 

 以下のサービスについては、支援費が支給されます。事業者が支援費を代理受領する場

合には、契約者は、契約者本人および扶養義務者の負担能力に応じて市町村が定めた額を

事業者にお支払いいただきます。 

※ 支援費対象サービス（ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイサービ

ス）全体の利用者負担額は、市町村が上限を定めています。そのため、これらのサービ

スのご利用状況により、当事業所への月々の利用者負担額は変わることがあります。 

なお、支援費対象サービスの場合でも、代理受領を行わない場合（償還払いの場合も

含む）については、一旦全額を事業者にお支払いいただきます。本事業所が代理受領し

た支援費額については、利用者にその都度通知します。 
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<支援費の対象となるサービスの概要> 

 ①日常生活の支援 

ⅰ食事の提供 

 ・栄養、契約者の身体の状況、希望や嗜好を考慮した食事の提供をおこないます。 

  朝食（8：00～9：00）、昼食（12：00～13：00）、夕食（18：00～19：00） 

ⅱ入 浴 

・入浴又は清拭を行います。契約者の身体の状況と希望等を伺った上、できる限

り自立して清潔保持が可能となるようめざし、入浴が困難な場合には清拭をおこ

なうなど適切な方法で実施します。 

 ⅲ排 泄 

・契約者の心身の能力を最大限活用し、排泄の自立に向けた支援を行います。 

ⅳ着脱衣 

ⅴ整 容 

②送迎サービス 

  ・契約者の希望により、ご自宅と事業所間の送迎を行います。ただし、通常の事業

実施地域外からのご利用の場合は、交通費実費をご負担いただきます。 

③医療および健康管理 

ⅰ 医療 

 嘱託医による診療 

 嘱託医氏名 藤井 宏子 

 診療科   内科 

 診察日   毎週水曜日 １４：００～１６：００ 

ⅱ 服薬の支援 

④社会的活動の支援 

ⅰ 日常生活指導 

地域において自立した社会生活を送るための機能維持等を目指した指導 

ⅱ 余暇活動 

ⅲ その他の社会活動 

⑤相談援助 

サービスの種類 区分１・２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６ 

身体障害者短期入所支援費 4,900円 5,620円 6,240円 7,570円 8,900円 

短期食事提供体制加算 680円 
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（２）支援費の対象外のサービス 

 下記のサービスについては、支援費の対象とならないため、サービスの提供をご希望さ

れる場合には、所定の料金をお支払いいただきます。 

①特別なサービスの提供とこれに伴う費用 

②支援費から支給されない日常生活上の諸費用 

複写物の交付 

ご契約者は、サービス提供についての記録その他の複写物を

必要とする場合には実費相応分をご負担いただきます。 

・１枚につき４０円 

日常生活上必要と

なる諸費用実費 

日常生活品の購入代金等契約者の日常生活に要する費用で、

契約者に負担いただくことが適当であるものにかかる費用を

負担いただきます。 

理髪・美容 

各月に１回理・美容師の出張による理髪サービス（調髪、顔

剃、洗髪等）をご利用いただけます。 

・利用料金：施設と業者で特別料金を契約しております。 

交通費 

通常の事業実施地域外の地区にお住まいの方で、当事業所の

サービスを利用される場合は、サービスの提供に際し、要し

た交通費の実費をいただきます。 

・利用料金：距離（㎞）×５０円（高速代金等は別途いただ

きます） 

電気代 

電化製品（テレビ等）持込時には維持管理費をご負担してい

ただきます。 

・利用料金：１日につき１０円 

 

（３）利用料金・費用のお支払い方法 

前記（１）、（２）の料金・費用は、振込か事務所までお支払いください。 

 

（４）利用の中止、変更、追加 

①利用予定日の前に、契約者の都合により、サービス計画表（支援計画）で定めたサー

ビスの利用を中止又は変更もしくは新しいサービスの利用を追加することができます。

この場合にはサービスの実施日の前々日（2頁受付時間内）までに事業者にお申し出く

ださい。 

②利用の中止につきまして利用予定日の前々日（2頁受付時間内）までにお申し出のない

場合は、取り消し料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。ただし、

契約者の体調不良等やむを得ない事情がある場合は、この限りではありません。 

利用予定日の前々日（受付時間内）までの取り消し 無料 

上記時間以降の取り消し 利用者負担相当額 

③サービス利用の変更・追加の申し出に対して、契約者の希望する期間にサービスを提

供することができない場合、他の利用日時を契約者に提示して協議します。 

 

 



 6 

（５）利用料金の変更 

  所定の料金について、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相

当な額に変更することがあります。 

 

７．契約者の記録や情報の管理、開示について 

  事業者は、関係法令に基づいて、契約者の記録や情報を適切に管理し、契約者の求め

に応じてその内容を開示します。 

  ◇閲覧ができる窓口業務時間 ９：００～１７：００ 

 

８．苦情の受付について 

（１）当事業所における苦情の受付 

当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

 ○苦情受付窓口（担当者） 

                  相談員 細見 和正 

    ○受付時間   毎週 月曜日～金曜日 ９：００～１７：００ 

    ○苦情解決責任者 

     氏 名  明山 重則   [職名] 施設長 

    ○第三者委員 

     氏 名  森口 朝恵 

谷口  功 

向井 祥隆                   

 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

篠山市社会福祉課 

障害福祉係 

 

所在地  兵庫県篠山市北新町４１番地 

電話番号 ０７９－５５２－７１０２ 

ＦＡＸ  ０７９－５５４－２３３２ 

受付時間 月曜～金曜 ９：００～１７：１５ 

兵庫県社会福祉協議会 

（運営適正化委員会） 

所在地  兵庫県神戸市中央区坂口通２丁目１番１８号 

電話番号 ０７８－２４２－６８６８ 

ＦＡＸ  ０７８－２４２－０２９７ 

受付時間 月曜～金曜 １０：００～１６：００ 
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平成  年  月  日 

 

指定身体障害者短期入所サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明

を行いました。 

 

事業所名 特別養護老人ホーム 和寿園 

     

説明者  職名         氏名           印 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定身体障害者短期入所サ

ービスの提供開始に同意しました。 

 

利用者  住所 

 

     氏名                    印 

 

※ この重要事項説明書は、厚生労働省令第７８号（平成 14年 6月 13 日）第 80 条の規定に基づ

き、利用申込者又はその家族への重要事項説明のために作成したものです。 

 


